
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  新交際費課税 

Ｑ：この４月から一人当たり5,000円まで

の飲食費は損金算入できるようになったそう

ですが、この金額は消費税込みですか、それ

とも抜きですか？ 

 

Ａ：会社の経理処理によって異なります。 

【解説】 

今年度の税制改正において、交際費課税が

見直され、会社が支出する飲食費については、

一人当たり5,000円以下であれば単純に損金

算入してよいこととされました。 

この飲食費の5,000円に消費税が含まれる

かどうかは、その会社の経理処理によること

となっていますので、税抜き処理をしている

会社であれば消費税抜きで5,000円(税込み金

額5,250円)までが対象になり、税込み処理を

している会社であれば4,761円(5,000円÷

1.05)までが対象になります。 

この5,000円の枠を有効に活用するという

ことであれば、税抜き処理のほうが有利とい

うことになります。 

なお、この規定は、5,000円以下の飲食費に

ついての交際費等の判定基準ですので、5,000

円を超えたからといってすべて交際費に該当

するわけではなく、その内容に応じた処理を

することになります。 

したがって、その飲食費が実質的に交際費

であれば、交際費に該当しますし、交際費以

外であれば、会議費等実態に応じた費用とし

て取り扱うことになります。 

なお、この5,000円かどうかの判定は、領収

書ごとに行います。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００６年）平成１８年  木曜日  月４  ２ 日 ０

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 0 1 0  

 

号 


